
   加 茂 市 骨 髄 移 植 ド ナ ー 支 援 事 業 助 成 金 交 付 要 綱    

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 公 益 財 団 法 人 日 本 骨 髄 バ ン ク （ 以 下

「 財 団 」と い う 。）が 実 施 す る 骨 髄 バ ン ク 事 業（ 以 下「 骨

髄 バ ン ク 事 業 」 と い う 。 ） に お い て 、 骨 髄 ・ 末 梢 血 幹 細

胞 提 供 者 （ 以 下 「 ド ナ ー 」 と い う 。 ） 及 び ド ナ ー を 雇 用

す る 事 業 所 等 (国 及 び 地 方 公 共 団 体 並 び に 独 立 行 政 法 人

を 除 く 。以 下「 事 業 所 」と い う 。 )に 対 し 、助 成 金 を 交 付

す る こ と に よ り 、 骨 髄 ・ 末 梢 血 幹 細 胞 （ 以 下 「 骨 髄 等 」

と い う 。 ） 移 植 の 推 進 及 び ド ナ ー 登 録 者 の 増 加 を 図 る こ

と を 目 的 と す る 。  

（ 助 成 金 の 交 付 対 象 ）  

第 ２ 条  助 成 金 の 交 付 対 象 と な る ド ナ ー は 、 次 の 各 号 の い

ず れ に も 該 当 す る 者 と す る 。  

 ⑴  骨 髄 バ ン ク 事 業 に お い て 骨 髄 等 の 提 供 を 完 了 し 、 財

団 か ら こ れ を 証 明 す る 書 類 の 交 付 を 受 け た 者 （ 最 終 同

意 後 に 提 供 者 の 自 己 都 合 以 外 の 理 由 に よ り 骨 髄 等 の 提

供 が 中 止 と な っ た 場 合 を 含 む 。 ）  

⑵  骨 髄 等 の 提 供 を 行 っ た 日 （ 最 終 同 意 後 に 骨 髄 等 の 提

供 が 中 止 と な っ た 日 ） に 、 市 内 に 住 所 を 有 し て い る 者  

２  助 成 金 の 交 付 対 象 と な る 事 業 所 は 、 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る 事 業 所 と す る 。  

⑴  前 項 に 規 定 す る 者 （ 個 人 事 業 主 を 除 く 。 ） を 雇 用 す

る 国 内 の 事 業 所  

 ⑵  ド ナ ー を 雇 用 す る 市 内 の 事 業 所  



３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る 者 又 は 事 業 所 は 、 助 成 対 象 と し な い 。  

⑴  他 の 自 治 体 等 が 実 施 す る 同 種 同 類 の 助 成 金 等 を 受 け

た 者 又 は 事 業 所  

⑵  加 茂 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 令 和 元 年 1 0月 ３ 日 条 例 第 1 8

号 ） に 規 定 す る 暴 力 団 関 係 者 で あ る 者 又 は 事 業 所  

⑶  第 ２ 項 に 規 定 す る 事 業 所 の う ち 、 雇 用 す る ド ナ ー に  

年 次 有 給 休 暇 を 付 与 し て い な い 事 業 所  

（ 助 成 内 容 ）  

第 ３ 条  助 成 金 の 額 は 、ド ナ ー に つ い て は 骨 髄 等 の 提 供 に か

か る 通 院 又 は 入 院 (以 下「 通 院 等 」と い う 。)に 要 し た 日 数

に ２ 万 円 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、事 業 所 に つ い て は 、ド ナ ー

が 通 院 等 に 要 し た 日 数 に １ 万 円 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

２  前 項 の 通 院 等 の 日 数 は 、次 に 掲 げ る 通 院 等 の 日 数 を 合 計

し た も の と し 、そ の 上 限 は 、７ 日 と す る 。た だ し 、骨 髄 等

の 採 取 術 及 び こ れ に 関 連 し た 医 療 処 置 に よ っ て 生 じ た 健

康 被 害 の た め の 通 院 及 び 入 院 は 除 く 。  

 ⑴  骨 髄 等 の 採 取 前 の 健 康 診 断 に か か る 通 院  

 ⑵  自 己 血 採 血 に か か る 通 院  

 ⑶  骨 髄 等 の 採 取 に か か る 入 院  

 ⑷  そ の 他 骨 髄 等 の 提 供 に 関 し 、 財 団 が 必 要 と 認 め る 通

院 、 入 院 及 び 面 談 等  

（ 助 成 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ４ 条  助 成 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 (以 下 「 申 請 者 」

と い う 。)は 、加 茂 市 骨 髄 移 植 ド ナ ー 支 援 事 業 助 成 金 交 付



申 請 書 (ド ナ ー 用 ) (別 記 第 １ 号 様 式 )に 次 に 掲 げ る 書 類 を

添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 市 長

が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

 ⑴  財団が発行する骨髄等の提供が完了したことを証明す

る書類の写し  

 ⑵  その他市長が必要と認める書類  

２  助 成 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 事 業 所 等 は 、 加 茂 市 骨

髄 移 植 ド ナ ー 支 援 事 業 助 成 金 交 付 申 請 書 (事 業 所 用 ) (別

記 第 １ 号 の ２ 様 式 )に 次 に 掲 げ る 書 類を 添 え て 、 市 長 に提

出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める

場合は、この限りではない。  

 ⑴  ドナーについて財団が発行する骨髄等の提供が完了し

たことを証明する書類の写し  

 ⑵  ドナーとの雇用関係を確認できる書類  

 ⑶  その他市長が必要と認める書類  

（ 助 成 金 の 交 付 決 定 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 申 請 受 理 後 、 速 や か に 審 査 を 行 い 、 加 茂

市 骨 髄 移 植 ド ナ ー 支 援 事 業 助 成 金 交 付 決 定 通 知 書 (別 記

第 ２ 号 様 式 )を も っ て 申 請 者 に 審 査 結 果 を 通 知 す る 。  

（助成金の返還）  

第６条  市長は、申請書が虚偽その他不正な行為により助成

金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金全部又は一

部を返還させることができる。  

（ そ の 他 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に



定 め る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 2 3年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し、

第２条第２項の規定は、令和３年４月１日以降に骨髄等の

提供が完了したドナーを雇用する事業所について適用する。 

（経過措置）  

２  令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 よ り 前 に 骨 髄 等 の 提 供 を 開 始 し た ド

ナーの助成額の決定については、なお従前の例による。  

 

 


